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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイミングで複数回の撮影を行わせ
、前記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像データを静止画ファイルの形式で記
録部に記録する第一の制御部と、
　操作部の操作に応じたタイミングで前記撮影部により撮影を行わせ、当該撮影により得
られる第二の画像データを静止画ファイルの形式で前記記録部に記録する第二の制御部と
、
　前記第一の画像データと前記第二の画像データの各々に対応付けて、当該各々の画像デ
ータの撮影タイミングに関する情報を前記記録部に記録する第三の制御部と、を備え、
　前記撮影タイミングに関する情報は、前記予め決められたタイミングで撮影されたもの
であることを示す第一の情報と、前記操作に応じたタイミングで撮影されたものであるこ
とを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、
　前記第三の制御部は、前記第一の画像データに前記第一の情報及び前記撮影時刻情報を
対応付けて記録し、前記第二の画像データに前記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応
付けて記録し、
　前記記録部に記録されている前記第一の情報のうちの指定されたものを前記第二の情報
に書き換える情報編集部を更に備える医療画像管理装置。
【請求項２】
　医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイミングで複数回の撮影を行わせ
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、前記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像データを静止画ファイルの形式で記
録部に記録する第一の制御部と、
　操作部の操作に応じたタイミングで前記撮影部により撮影を行わせ、当該撮影により得
られる第二の画像データを静止画ファイルの形式で前記記録部に記録する第二の制御部と
、
　前記第一の画像データと前記第二の画像データの各々に対応付けて、当該各々の画像デ
ータの撮影タイミングに関する情報を前記記録部に記録する第三の制御部と、を備え、
　前記撮影タイミングに関する情報は、前記予め決められたタイミングで撮影されたもの
であることを示す第一の情報と、前記操作に応じたタイミングで撮影されたものであるこ
とを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、
　前記第三の制御部は、前記第一の画像データに前記第一の情報及び前記撮影時刻情報を
対応付けて記録し、前記第二の画像データに前記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応
付けて記録し、
　前記記録部に記録されている前記第一の画像データのうちの指定されたものの複製を生
成し、生成した複製の第一の画像データと前記第二の情報を互いに対応付けて前記記録部
に記録する記録制御部を更に備える医療画像管理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の医療画像管理装置であって、
　前記撮影タイミングに関する情報に基づいて、前記第一の画像データに基づく画像と前
記第二の画像データに基づく画像とを異なる表示形態により同一画面上に表示させる表示
制御部を更に備える医療画像管理装置。
【請求項４】
　請求項１又は２記載の医療画像管理装置であって、
　前記撮影タイミングに関する情報に基づいて、前記第一の画像データに基づく画像を含
む画面と、前記第二の画像データに基づく画像を含む画面とを生成し、これら画面を指示
に応じて切り替えて表示させる表示制御部を更に備える医療画像管理装置。
【請求項５】
　請求項３又は４記載の医療画像管理装置であって、
　前記表示制御部は、前記撮影時刻情報に基づいて、前記第一の画像データに基づく画像
と前記第二の画像データに基づく画像を、その撮影順にしたがった順序で並べて表示させ
る医療画像管理装置。
【請求項６】
　請求項３～５のいずれか１項記載の医療画像管理装置であって、
　前記複数回の撮影により得られる複数の第一の画像データを１つのグループとし、当該
グループに対してグループを識別するための情報を対応付けて前記記録部に記録する第四
の制御部を更に備える医療画像管理装置。
【請求項７】
　請求項６記載の医療画像管理装置であって、
　前記表示制御部は、前記グループに属する前記第一の画像データに基づく画像として、
当該グループに属する複数の前記第一の画像データのいずれか１つに基づく代表画像を表
示させ、この状態で、前記代表画像に対応するグループにおける全ての前記第一の画像デ
ータに基づく画像の表示を指示する操作がなされた場合に、当該全ての第一の画像データ
に基づく画像を順次切り替えて表示部に表示させる医療画像管理装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項記載の医療画像管理装置であって、
　前記医療機器が内視鏡装置である医療画像管理装置。
【請求項９】
　医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイミングで複数回の撮影を行わせ
、前記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像データを静止画ファイルの形式で記
録部に記録する第一の制御ステップと、
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　操作部の操作に応じたタイミングで前記撮影部により撮影を行わせ、当該撮影により得
られる第二の画像データを静止画ファイルの形式で前記記録部に記録する第二の制御ステ
ップと、
　前記第一の画像データと前記第二の画像データの各々に対応付けて、当該各々の画像デ
ータを取得する際の撮影タイミングに関する情報を前記記録部に記録する第三の制御ステ
ップと、を備え、
　前記撮影タイミングに関する情報は、撮影タイミングが前記予め決められたタイミング
であることを示す第一の情報と、撮影タイミングが前記操作に応じたタイミングであるこ
とを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、
　前記第三の制御ステップでは、前記第一の画像データに前記第一の情報及び前記撮影時
刻情報を対応付けて記録し、前記第二の画像データに前記第二の情報及び前記撮影時刻情
報を対応付けて記録し、
　前記記録部に記録されている前記第一の情報のうちの指定されたものを前記第二の情報
に書き換えるステップを更に備える医療画像管理方法。
【請求項１０】
　医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイミングで複数回の撮影を行わせ
、前記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像データを静止画ファイルの形式で記
録部に記録する第一の制御ステップと、
　操作部の操作に応じたタイミングで前記撮影部により撮影を行わせ、当該撮影により得
られる第二の画像データを静止画ファイルの形式で前記記録部に記録する第二の制御ステ
ップと、
　前記第一の画像データと前記第二の画像データの各々に対応付けて、当該各々の画像デ
ータを取得する際の撮影タイミングに関する情報を前記記録部に記録する第三の制御ステ
ップと、を備え、
　前記撮影タイミングに関する情報は、撮影タイミングが前記予め決められたタイミング
であることを示す第一の情報と、撮影タイミングが前記操作に応じたタイミングであるこ
とを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、
　前記第三の制御ステップでは、前記第一の画像データに前記第一の情報及び前記撮影時
刻情報を対応付けて記録し、前記第二の画像データに前記第二の情報及び前記撮影時刻情
報を対応付けて記録し、
　前記記録部に記録されている前記第一の画像データのうちの指定されたものの複製を生
成し、生成した複製の第一の画像データと前記第二の情報を互いに対応付けて前記記録部
に記録するステップを更に備える医療画像管理方法。
【請求項１１】
　請求項９又は１０記載の医療画像管理方法の各ステップをコンピュータに実行させるた
めの医療画像管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療画像管理装置、医療画像管理方法、医療画像管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の医療では、電子内視鏡装置等の撮像素子を搭載する医療機器を用いた検査や施術
において、生体組織を撮影し、画像データを記録しておくことで、その後の報告書作成等
に役立てている。
【０００３】
　生体組織の撮影では、典型的には、術者によるレリーズ操作に応じて撮影を行って静止
画像データを保存すること（マニュアル撮影）や、予め設定された所定のタイミングで撮
影を行って静止画像データを順次保存すること（インターバル撮影）が行われる。
【０００４】
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　下記特許文献１は、インターバル撮影中にマニュアル撮影を併用することで、定期的に
静止画像データを取得して生体組織の撮り漏れを防ぐとともに、術者が欲する静止画像デ
ータを同時に取得することのできるシステムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１１９４６３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　術中に撮影及び保存した静止画像データは、後々の報告書作成等の用途に応じて、適宜
選択する必要がある。しかし、術中に撮影及び保存した静止画像データは膨大であり、こ
の中から必要なものを瞬時に見つけることは困難である。特に、マニュアル撮影による静
止画像データは、術者が欲する画像を反映したものであることが多いにもかからず、イン
ターバル撮影による静止画像データに混じってしまい、所望の静止画像データを選択する
のが困難である。
【０００７】
　特許文献１では、マニュアル撮影とインターバル撮影を併用する画像保存モードを用意
しているにすぎず、撮影された静止画像データの取り扱いについては何ら記載していない
。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、術中に撮影された静止画像データの
中からマニュアル撮影による静止画像データを見つけやすくすることが可能な医療画像管
理装置、医療画像管理方法、及び医療画像管理プログラムを提供することを目的する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の医療画像管理装置は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイ
ミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デー
タを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御部と、操作部の操作に応じたタ
イミングで上記撮影部により撮影を行わせ、その撮影により得られる第二の画像データを
静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御部と、上記第一の画像データと
上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データの撮影タイミングに関
する情報を上記記録部に記録する第三の制御部と、を備え、上記撮影タイミングに関する
情報は、上記予め決められたタイミングで撮影されたものであることを示す第一の情報と
、上記操作に応じたタイミングで撮影されたものであることを示す第二の情報と、撮影が
行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三の制御部は、上記第一の画像データ
に上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録し、上記第二の画像データに上
記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録し、上記記録部に記録されている上
記第一の情報のうちの指定されたものを上記第二の情報に書き換える情報編集部を更に備
えるものである。
　本発明の医療画像管理装置は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイ
ミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デー
タを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御部と、操作部の操作に応じたタ
イミングで上記撮影部により撮影を行わせ、当該撮影により得られる第二の画像データを
静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御部と、上記第一の画像データと
上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データの撮影タイミングに関
する情報を上記記録部に記録する第三の制御部と、を備え、上記撮影タイミングに関する
情報は、上記予め決められたタイミングで撮影されたものであることを示す第一の情報と
、上記操作に応じたタイミングで撮影されたものであることを示す第二の情報と、撮影が
行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三の制御部は、上記第一の画像データ
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に上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録し、上記第二の画像データに上
記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録し、上記記録部に記録されている上
記第一の画像データのうちの指定されたものの複製を生成し、生成した複製の第一の画像
データと上記第二の情報を互いに対応付けて上記記録部に記録する記録制御部を更に備え
るものである。
【００１０】
　本発明の医療画像管理方法は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイ
ミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デー
タを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御ステップと、操作部の操作に応
じたタイミングで上記撮影部により撮影を行わせ、その撮影により得られる第二の画像デ
ータを静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御ステップと、上記第一の
画像データと上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データを取得す
る際の撮影タイミングに関する情報を上記記録部に記録する第三の制御ステップと、を備
え、上記撮影タイミングに関する情報は、撮影タイミングが上記予め決められたタイミン
グであることを示す第一の情報と、撮影タイミングが上記操作に応じたタイミングである
ことを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三の
制御ステップでは、上記第一の画像データに上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対応
付けて記録し、上記第二の画像データに上記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付け
て記録し、上記記録部に記録されている上記第一の情報のうちの指定されたものを上記第
二の情報に書き換えるステップを更に備えるものである。
　本発明の医療画像管理装置は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタイ
ミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デー
タを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御ステップと、操作部の操作に応
じたタイミングで上記撮影部により撮影を行わせ、その撮影により得られる第二の画像デ
ータを静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御ステップと、上記第一の
画像データと上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データを取得す
る際の撮影タイミングに関する情報を上記記録部に記録する第三の制御ステップと、を備
え、上記撮影タイミングに関する情報は、撮影タイミングが上記予め決められたタイミン
グであることを示す第一の情報と、撮影タイミングが上記操作に応じたタイミングである
ことを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三の
制御ステップでは、上記第一の画像データに上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対応
付けて記録し、上記第二の画像データに上記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付け
て記録し、上記記録部に記録されている上記第一の画像データのうちの指定されたものの
複製を生成し、生成した複製の第一の画像データと上記第二の情報を互いに対応付けて上
記記録部に記録するステップを更に備えるものである。
【００１１】
　本発明の医療画像管理プログラムは、前記医療画像管理方法の各ステップをコンピュー
タに実行させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、術中に撮影された静止画像データの中からマニュアル撮影による静止
画像データを見つけやすくすることが可能な医療画像管理装置、医療画像管理方法、及び
医療画像管理プログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための医療画像管理システム１００の概略構成を
示す図
【図２】図１に示す医療画像管理システム１００における内視鏡装置１の内部構成を示す
ブロック図
【図３】表示モードＡのときに表示部４０に表示される画面例を示す図
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【図４】表示モードＢのときに表示部４０に表示される画面例を示す図
【図５】表示モードＣのときに表示部４０に表示される画面例を示す図
【図６】表示モードＤのときに表示部４０に表示される画面例を示す図
【図７】表示モードＤのときに表示部４０に表示される画面例を示す図
【図８】内視鏡装置１の第一の変形例を説明するための図
【図９】内視鏡装置１の第二の変形例を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための医療画像管理システム１００の概略構成
を示す図である。
【００１６】
　医療画像管理システム１００は、医療機器としての内視鏡装置１と、画像管理サーバ２
と、クライアントＰＣ３とを備え、これらがＬＡＮ等のネットワークＮを介して相互に接
続されている。
【００１７】
　内視鏡装置１は、内視鏡プローブに搭載された撮像素子によって食道、胃、腸等の生体
組織を撮像し、撮像素子から出力される撮像画像信号を処理して画像データを生成し、こ
の画像データを記録する。
【００１８】
　画像管理サーバ２は、コンピュータとこれに接続されるデータベースとから構成される
。画像管理サーバ２に含まれるコンピュータは、内視鏡装置１及びクライアントＰＣ３か
らの要求に応じて、要求元から受信したデータをデータベースに記録したり、データベー
スからデータを読み出して要求元に送信したりする。
【００１９】
　クライアントＰＣ３は、コンピュータであり、例えば病院内のカンファレンス室等に配
置される。クライアントＰＣ３を操作することにより、画像管理サーバ２のデータベース
に記録された情報を読み出して参照することができる。
【００２０】
　図２は、図１に示す医療画像管理システム１００における内視鏡装置１の構成を示すブ
ロック図である。
【００２１】
　内視鏡装置１は、光源装置１０と、プロセッサ装置２０と、内視鏡プローブ３０と、表
示部４０と、操作部５０とを備える。
【００２２】
　プロセッサ装置２０には、光線装置１０、内視鏡プローブ３０、表示部４０、及び操作
部５０が接続される。光源装置１０にはプロセッサ装置２０及び内視鏡プローブ３０が接
続される。
【００２３】
　内視鏡プローブ３０は、撮像制御部３１と、撮像素子３２と、ライトガイド３３とを備
える。
【００２４】
　撮像素子３２は、内視鏡プローブ３０の先端部に設けられたＣＭＯＳイメージセンサや
ＣＣＤイメージセンサである。
【００２５】
　撮像制御部３１は、後述するプロセッサ装置２０の制御部２１からの指令にしたがって
、撮像素子３２を駆動制御する。撮像素子３２及び撮像制御部３１は被写体を撮影する撮
影部として機能する。
【００２６】
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　光源装置１０は、ライトガイド３３に出射光を導入する光源１２と、光源１２を駆動制
御する光源制御部１１とを備える。光源制御部１１は、後述するプロセッサ装置２０の制
御部２１からの指令にしたがって、光源１２を駆動制御する。
【００２７】
　プロセッサ装置２０は、内視鏡装置１全体を統括制御する制御部２１と、信号処理部２
２と、記録部２３と、通信部２４と、を備える。
【００２８】
　信号処理部２２は、撮像素子３２から出力された撮像画像信号に画像処理を施して画像
データを生成する。
【００２９】
　記録部２３は、信号処理部２２により生成された画像データを記録するハードディスク
やＳＤＲＡＭ等の記録媒体により構成される。
【００３０】
　通信部２４は、図１に示したネットワークＮに接続される他の機器と通信を行うための
インターフェースである。撮像素子３２により撮影されて記録部２３に記録された画像デ
ータ等は、内視鏡検査の終了タイミング等の予め決められたタイミングで、通信部２４か
らネットワークＮを介して画像管理サーバ２に送信される。
【００３１】
　表示部４０は、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置等の画像を表示するものであり、制御
部２１の指令にしたがって画像を表示する。
【００３２】
　操作部５０は、制御部２１への各種指示を外部から行うためのインターフェースであり
、物理的なボタン、表示部４０と一体化されたタッチパネル等により構成される。以下で
は、操作部５０に、インターバル撮影の開始及び終了を指示するためのボタンと、マニュ
アル撮影の開始を指示するためのボタンとが含まれるものとする。
【００３３】
　プロセッサ装置２０の制御部２１は、プロセッサを主体に構成され、このプロセッサが
、制御部２１に内蔵されるＲＯＭに格納されたプログラムを実行することにより、以下の
制御を行う。
【００３４】
　（インターバル撮影制御）
　インターバル撮影制御は、予め決められた時間間隔（決められたタイミング、例えば５
秒毎）で撮像素子３２により複数回の撮影を行い、この複数回の撮影の各々により信号処
理部２２において生成される画像データ（以下、インターバル画像データともいう）を静
止画ファイルの形式（例えば、ＪＰＥＧ，ＧＩＦ，ＴＩＦＦ等のファイル形式）で記録部
２３に記録する制御と、撮影タイミングが上述した予め決められたタイミングであること
を示すインターバル撮影情報及び撮影時刻の情報を上記インターバル画像データと対応付
けて記録部２３に記録する制御とを含む。
【００３５】
　制御部２１は、インターバル撮影開始を指示するためのボタンが押されるとインターバ
ル撮影制御を開始し、インターバル撮影終了を指示するためのボタンが押されるとインタ
ーバル撮影制御を終了する。
【００３６】
　上述した予め決められたタイミングは、システム側で決めておいてもよいし、内視鏡装
置１を操作するユーザが操作部５０から任意の値を入力して設定できるようにしてもよい
。
【００３７】
　（マニュアル撮影制御）
　マニュアル撮影制御は、上述した予め決められたタイミングとは関係なく、マニュアル
撮影の開始を指示するためのボタンの押下操作に応じたタイミングで撮像素子３２により
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撮影を行わせ、この撮影により得られる画像データ（以下、マニュアル画像データともい
う）を静止画ファイルの形式で記録部２３に記録する制御と、撮影タイミングがマニュア
ル撮影の開始を指示するためのボタンの押下操作に応じたタイミングであることを示すマ
ニュアル撮影情報及び撮影時刻の情報を上記マニュアル画像データと対応付けて記録部２
３に記録する制御とを含む。
【００３８】
　なお、制御部２１は、インターバル撮影制御を行っている間にマニュアル撮影制御を行
うことも可能である。
【００３９】
　インターバル撮影制御による撮影のタイミングと、マニュアル撮影制御による撮影のタ
イミングとが同じになる場合も考えられる。この場合、制御部２１は、マニュアル撮影制
御を優先して行い、記録部２３には、撮影によって得られた画像データとマニュアル撮影
情報及び撮影時刻情報とを互いに対応付けて記録する。
【００４０】
　画像データと情報との対応付けの方法としては、画像データのヘッダに情報を付加する
方法、画像データのファイル名に情報を含ませる方法などがある。後者の方法では、例え
ば、マニュアル画像データに対しては、ファイル名を“＊＊＊＊－Ｍ＿１５２５.ｊｐｇ
”とし、インターバル画像データに対しては、ファイル名を“＊＊＊＊－Ｉ＿１５２５.
ｊｐｇ”とする。ここで示した数値“１５２５”は撮影時刻（１５時２５分）を４桁の数
字で表したものである。
【００４１】
　また、画像データのファイル名を、その撮影順にしたがった名前にすることで、撮影時
刻の情報を記録してもよい。例えば、１回目に撮影した画像データには００１－Ｍ．ｊｐ
ｇ、２回目に撮影した画像データには００２－Ｍ．ｊｐｇ、といったように、撮影した順
番に対応する数字をファイル名に含ませておけばよい。
【００４２】
　（表示制御）
　制御部２１は、記録部２３に記録されているインターバル画像データに基づく画像とマ
ニュアル画像データに基づく画像とを、それぞれに対応付けられている情報に基づいて、
表示部４０において区別可能に表示させる表示制御を行う。
【００４３】
　内視鏡装置１では、インターバル画像データに基づく画像とマニュアル画像データに基
づく画像とを区別可能に表示部４０に表示させるモードとして４つの表示モード（Ａ，Ｂ
，Ｃ，Ｄ）を設定可能である。表示モードＡ，Ｂ，Ｃは、インターバル画像データに基づ
く画像とマニュアル画像データに基づく画像とを異なる表示形態により同一画面上に表示
させるモードである。表示モードＤは、インターバル画像データに基づく画像を含む画面
と、マニュアル画像データに基づく画像を含む画面とを生成し、これら画面を指示に応じ
て切り替えて表示させるモードである。以下、各モードについて詳しく説明する。
【００４４】
　図３は、表示モードＡのときに表示部４０に表示される画面例を示す図である。
【００４５】
　図３に示すように、表示部４０に表示される画面は、撮影した画像が表示される領域１
１Ａと、それ以外の領域１１Ｂとに分けられる。
【００４６】
　領域１１Ｂには、領域１１Ａに表示される画像の表示サイズを切り替えるためのアイコ
ン１１１と、表示モードを切り替えるためのアイコン１１２とが表示される。なお、領域
１１Ｂに表示される内容は、表示モードＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄで共通である。
【００４７】
　表示モードＡに設定されると、制御部２１は、インターバル画像データに基づく画像（
例えばサムネイル画像）１１４とマニュアル画像データに基づく画像（例えばサムネイル
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画像）１１３とを、表示サイズを異ならせて領域１１Ａに混在表示させる。
【００４８】
　図３の例では、画像１１４よりも画像１１３の表示サイズを大きくしているが、表示サ
イズの大小関係を逆としてもよい。報告書の作成には主にマニュアル画像データが用いら
れるため、画像１１３の表示サイズを相対的に大きくすることが、報告書作成を効率的に
進める上で好ましい。
【００４９】
　また、制御部２１は、各画像データに対応付けて記録されている撮影時刻の情報にした
がい、領域１１Ａに表示させる画像の並び順を、その撮影順にしたがった順序（撮影時刻
が古い順又は撮影時刻が新しい順）とする。
【００５０】
　なお、図３には、領域１１Ａに表示される各画像の右下部分に便宜上ｔ１～ｔ１４の文
字を記してある。この文字は、“ｔ”の後に続く数字が小さいほど、撮影時刻が新しいこ
とを意味している。
【００５１】
　このように、制御部２１がインターバル撮影制御とマニュアル撮影制御を行うことで、
記録部２３には、画像データと共に、その画像データの撮影タイミングに関する情報（イ
ンターバル撮影情報又はマニュアル撮影情報と、撮影時刻の情報）が記録される。このた
め、インターバル画像データとマニュアル画像データとを制御部２１が識別可能となる。
【００５２】
　したがって、図３に例示したように、インターバル画像データに基づく画像とマニュア
ル画像データに基づく画像との２種類の画像を、表示サイズを変えた異なる形態で区別可
能に表示させることができる。このようにすることで、２種類の画像が領域１１Ａに混在
して表示されても、どの画像がマニュアル撮影によって得られたものなのかを瞬時に知る
ことができる。
【００５３】
　また、図３に示すように、画像が撮影時刻にしたがった時系列で並べて表示されること
で、マニュアル画像データに基づく画像がどのタイミングで撮影されたものなのかを容易
に知ることができ、報告書作成にかかる労力を軽減することができる。
【００５４】
　図４は、表示モードＢのときに表示部４０に表示される画面例を示す図である。
【００５５】
　表示モードＢでは、インターバル画像データに基づく画像とマニュアル画像データに基
づく画像の並び順は表示モードＡのときと同じとし、インターバル画像データに基づく画
像（図４においてｔ２，ｔ３，ｔ６，ｔ８，ｔ９を付した画像）と、マニュアル画像デー
タに基づく画像（図４においてｔ１，ｔ４，ｔ５，ｔ７を付した画像）とを同一サイズで
領域１１Ａに混在表示させる。
【００５６】
　ただし、これら２種類の画像を区別可能とするために、マニュアル画像データに基づく
画像は、その周囲に枠画像Ｗを付加した表示形態とする。なお、インターバル画像データ
に基づく画像の周囲に枠画像Ｗを付加し、マニュアル画像データに基づく画像の周囲には
枠画像Ｗを付加しないことで、２種類の画像の表示形態を変えてもよい。
【００５７】
　表示モードＢによれば、２種類の画像が同じ大きさで表示されるため、双方の比較がし
やすくなり、報告書作成に役立てることができる。
【００５８】
　図５は、表示モードＣのときに表示部４０に表示される画面例を示す図である。
【００５９】
　表示モードＣでは、制御部２１は、領域１１Ａを領域１１Ｃと領域１１Ｄに分割する。
そして、制御部２１は、領域１１Ｃには、マニュアル画像データに基づく画像（図５にお
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いてｔ１，ｔ４，ｔ５，ｔ７を付した画像）を時系列に沿って表示させる。また、制御部
２１は、領域１１Ｄには、インターバル画像データに基づく画像（図５においてｔ２，ｔ
３，ｔ６，ｔ８，ｔ９，ｔ１０を付した画像）を時系列に沿って表示させる。このように
、表示モードＣでは、２種類の画像を別々の領域に分けて表示する形態としている。
【００６０】
　なお、図５の例では、領域１１Ｃに表示させる画像の表示サイズを、領域１１Ｄに表示
させる画像の表示サイズよりも大きくしているが、双方の表示サイズは同じとしたり、大
小関係を逆としたりしてもよい。報告書の作成には主にマニュアル画像データが用いられ
るため、領域１１Ｃに表示させる画像の表示サイズを相対的に大きくすることが、報告書
作成を効率的に進める上で好ましい。
【００６１】
　図６及び図７は、表示モードＤのときに表示部４０に表示される画面例を示す図である
。表示モードＤでは、アイコン１１２に含まれる“モードＤ”アイコンを１回押す毎に、
制御部２１が図６の画面と図７の画面を切り替えて表示させる。
【００６２】
　制御部２１は、図６に示す画面には、領域１１Ａに、マニュアル画像データに基づく画
像のみを時系列に沿って表示させる。また、制御部２１は、図７に示す画面には、領域１
１Ａに、インターバル画像データに基づく画像のみを時系列に沿って表示させる。図６と
図７とで画像の表示サイズは変えているが、この表示サイズは同じとしてもよい。
【００６３】
　以上のように、内視鏡装置１によれば、表示部４０において、インターバル撮影によっ
て得られた画像と、マニュアル撮影によって得られた画像とを区別可能に表示することが
できる。このため、表示部４０に表示される画像により、報告書の作成を効率的に進める
ことが可能となる。
【００６４】
　なお、以上の説明では、表示モードをＡ～Ｄの４つ設定可能としたが、内視鏡装置１に
は、これら４つの表示モードのうちの少なくとも１つの表示モードが設定可能であればよ
い。
【００６５】
　表示モードの組み合わせとして好ましいのは、表示モードＡと表示モードＣ又はＤとの
組み合わせ、表示モードＢと表示モードＣ又はＤとの組み合わせである。つまり、２種類
の画像が同じ領域に混在して時系列で並べて表示されるモードと、２種類の画像がそれぞ
れ別領域に時系列で並べて表示されるモードとを設定可能であることが好ましい。このよ
うにすることで、報告書作成作業を効率的に進めることができる。
【００６６】
　図８は、内視鏡装置１の第一の変形例を説明するための図であり、表示部４０に表示さ
れる画面例を示す図である。この変形例は上述した全ての表示モードにおいて適用可能で
あるが、図８では表示モードＣに適用した画面例を示している。
【００６７】
　この変形例において、制御部２１は、図５に示す画面の領域１１Ｂの右端に“画像属性
変更”アイコン１１５を追加した、図８に示す画面を表示させる。
【００６８】
　操作部５０の操作により、領域１１Ｄに表示中の画像のいずれか１つが選択された状態
で、更にアイコン１１５が選択されると、制御部２１は、選択された画像の生成元である
インターバル画像データに対応して記録部２３に記録されているインターバル撮影情報を
マニュアル撮影情報に書き換える編集制御を行う。
【００６９】
　インターバル画像データでも報告書等の作成に役立つ場合がある。このため、選択され
たインターバル画像データに対応するインターバル撮影情報をマニュアル撮影情報に変更
できることにより、報告書等の作成作業を効率的に進めることができる。
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【００７０】
　なお、制御部２１は、上記編集制御を行う代わりに、選択された画像の生成元であるイ
ンターバル画像データの複製を生成し、生成した複製画像データを記録部２３に記録し、
更に、この複製画像データに、上記選択されたインターバル画像データに対応する撮影時
刻情報と、マニュアル撮影情報とを対応付けて記録部２３に記録する制御を行ってもよい
。
【００７１】
　図９は、内視鏡装置１の第二の変形例を説明するための図であり、表示部４０に表示さ
れる画面例を示す図である。この変形例は上述した全ての表示モードにおいて適用可能で
あるが、図９では表示モードＢに適用した画面例を示している。
【００７２】
　第二の変形例において、制御部２１は、インターバル撮影の開始を指示するためのボタ
ンが押されてから、インターバル撮影の終了を指示するためのボタンが押されるまでに記
録部２３に記録した複数のインターバル画像データを１つのグループとし、この複数のイ
ンターバル画像データの各々に同一のグループ識別番号（グループを識別するための情報
）を対応付けて記録部２３に記録する。
【００７３】
　制御部２１は、各表示モードにおいて、インターバル画像データに基づく画像について
は、各グループに含まれる複数のインターバル画像データのいずれか１つを代表画像デー
タとして選択し、この代表画像データに基づく画像だけを表示部４０に表示させる。
【００７４】
　代表画像データは、グループ内で最初又は最後に撮影された画像データとしたり、グル
ープ内で被写体像に大きな変化があった時点の画像データとしたりすればよい。
【００７５】
　制御部２１は、代表画像データに基づく画像に対応させて、図９に示すように、その画
像が属するグループ内の全ての画像の再生を指示するための再生アイコン１１３ａを併せ
て表示させる。
【００７６】
　操作部５０の操作により、再生アイコン１１３ａが選択されると、制御部２１は、選択
されたアイコン１１３ａに対応する代表画像データに対応するグループ識別番号で特定さ
れるグループ内の全てのインターバル画像データに基づく画像を、撮影順にしたがって順
次切り替えて表示させる。ここでの切り替え表示は、選択されていない他の画像は表示さ
せたまま行うことが望ましい。
【００７７】
　なお、図９では、マニュアル画像データに基づく画像に枠画像Ｗを付加しているが、再
生アイコン１１３ａを表示させる形態では、このアイコン１１３ａの有無によってインタ
ーバル画像データとマニュアル画像データを識別可能である。このため、図９において枠
画像Ｗの表示は省略してもよい。
【００７８】
　このように、数が多くなるインターバル画像データについては、グループ毎にその代表
画像だけを表示させることで、撮影画像の確認がしやすくなり、報告書等の作成作業を効
率的に進めることができる。
【００７９】
　なお、記録部２３に記録された画像データ及び情報は、画像管理サーバ２のデータベー
スにも記録される。このため、クライアントＰＣ３が画像管理サーバ２のデータベースに
アクセスして、図４～９に示す画面をクライアントＰＣ３に接続したモニタに表示させる
ことも可能である。
【００８０】
　また、医療機器として内視鏡装置を例にしたが、本発明は、撮影部により多数の画像を
撮影する必要のある医療機器に適用可能である。内視鏡装置以外の医療機器としては、例
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えば超音波検査装置が挙げられる。
【００８１】
　ここまでの実施形態において、制御部２１は、インターバル画像データに対し、それを
撮像した時点の前、後、又は前後の所定時間分の動画データを取得して、これをインター
バル画像データに対応付けて記録部２３に記録してもよい。
【００８２】
　内視鏡装置１には、撮像素子３２により撮像して得られる画像を表示部４０にリアルタ
イムに表示するライブビュー機能が備わっている。このため、インターバル撮影制御に基
づく撮影、マニュアル撮影制御に基づく撮影以外のときにも、被写体を撮像した画像デー
タが生成されている。このライブビューのために生成している画像データをある程度の期
間分蓄積しておくことで、インターバル画像データの撮影時点近傍の所定時間分の動画デ
ータを生成することができる。
【００８３】
　なお、静止画撮影時点近傍の所定時間分の動画データを生成して記録する方法について
は特開２００５－４４００４号公報にも詳細が記載されているので、これを参照されたい
。
【００８４】
　以上説明してきたように、本明細書には以下の事項が開示されている。
【００８５】
　開示された医療画像管理装置は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタ
イミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デ
ータを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御部と、操作部の操作に応じた
タイミングで上記撮影部により撮影を行わせ、その撮影により得られる第二の画像データ
を静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御部と、上記第一の画像データ
と上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データの撮影タイミングに
関する情報を上記記録部に記録する第三の制御部と、を備え、上記撮影タイミングに関す
る情報は、上記予め決められたタイミングで撮影されたものであることを示す第一の情報
と、上記操作に応じたタイミングで撮影されたものであることを示す第二の情報と、撮影
が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三の制御部は、上記第一の画像デー
タに上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録し、上記第二の画像データに
上記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付けて記録するものである。
【００８６】
　開示された医療画像管理装置は、上記撮影タイミングに関する情報に基づいて、上記第
一の画像データに基づく画像と上記第二の画像データに基づく画像とを異なる表示形態に
より同一画面上に表示させる表示制御部を更に備えるものである。
【００８７】
　開示された医療画像管理装置は、上記撮影タイミングに関する情報に基づいて、上記第
一の画像データに基づく画像を含む画面と、上記第二の画像データに基づく画像を含む画
面とを生成し、これら画面を指示に応じて切り替えて表示させる表示制御部を更に備える
ものである。
【００８８】
　開示された医療画像管理装置は、上記撮影タイミングに関する情報は、撮影が行われた
時刻を示す撮影時刻情報を含み、上記表示制御部は、上記撮影時刻情報に基づいて、上記
第一の画像データに基づく画像と上記第二の画像データに基づく画像を、その撮影順にし
たがった順序で並べて表示させるものである。
【００８９】
　開示された医療画像管理装置は、上記複数回の撮影により得られる複数の第一の画像デ
ータを１つのグループとし、そのグループに対してグループを識別するための情報を対応
付けて上記記録部に記録する第四の制御部を更に備えるものである。
【００９０】
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　開示された医療画像管理装置は、上記表示制御部は、上記グループに属する上記第一の
画像データに基づく画像として、そのグループに属する複数の上記第一の画像データのい
ずれか１つに基づく代表画像を表示させ、この状態で、上記代表画像に対応するグループ
における全ての上記第一の画像データに基づく画像の表示を指示する操作がなされた場合
に、その全ての第一の画像データに基づく画像を順次切り替えて上記表示部に表示させる
ものである。
【００９１】
　開示された医療画像管理装置は、上記記録部に記録されている上記第一の情報のうちの
指定されたものを上記第二の情報に書き換える情報編集部を更に備えるものである。
【００９２】
　開示された医療画像管理装置は、上記記録部に記録されている上記第一の画像データの
うちの指定されたものの複製を生成し、生成した複製の第一の画像データと上記第二の情
報を互いに対応付けて上記記録部に記録する記録制御部を更に備えるものである。
【００９３】
　開示された医療画像管理装置は、上記医療機器が内視鏡装置であるものを含む。
【００９４】
　開示された医療画像管理方法は、医療機器に搭載された撮影部により予め決められたタ
イミングで複数回の撮影を行わせ、上記複数回の撮影の各々により得られる第一の画像デ
ータを静止画ファイルの形式で記録部に記録する第一の制御ステップと、操作部の操作に
応じたタイミングで上記撮影部により撮影を行わせ、その撮影により得られる第二の画像
データを静止画ファイルの形式で上記記録部に記録する第二の制御ステップと、上記第一
の画像データと上記第二の画像データの各々に対応付けて、その各々の画像データを取得
する際の撮影タイミングに関する情報を上記記録部に記録する第三の制御ステップと、を
備え、上記撮影タイミングに関する情報は、撮影タイミングが上記予め決められたタイミ
ングであることを示す第一の情報と、撮影タイミングが上記操作に応じたタイミングであ
ることを示す第二の情報と、撮影が行われた時刻を示す撮影時刻情報とを含み、上記第三
の制御ステップでは、上記第一の画像データに上記第一の情報及び前記撮影時刻情報を対
応付けて記録し、上記第二の画像データに上記第二の情報及び前記撮影時刻情報を対応付
けて記録するものである。
【００９５】
　開示された医療画像管理プログラムは、上記医療画像管理方法の各ステップをコンピュ
ータに実行させるためのプログラムである。
【符号の説明】
【００９６】
１　内視鏡装置
２１　制御部
２３　記録部
３１　撮像制御部
３２　撮像素子
４０　表示部
５０　操作部
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